
2026年度姉妹都市リズモー市への派遣学生募集要項 

 

 

 

ホームステイや地元の高校生との交流などを通して、姉妹都市 オーストラリア・リズモ

ー市に大和高田市の魅力を伝えるとともに、日豪の生活習慣・文化の違いを感じ、日豪両国

の親善や世界平和への貢献などの国際感覚を養うため、リズモー市に派遣する学生を下記の

要領で募集します。 

 

 

１．実施機関   大和高田・リズモー都市友好協会 

（事務局：大和高田市企画政策部広報広聴課  

TEL 0745-22-1101 内線 5141） 

 

２．募集人数   一般公募４名 

※市立高田商業高等学校からの推薦学生１名、引率教諭１名を合わせた計６名を派遣します。 

 

３．派遣期間   令和８年７月 27 日（月）～８月７日（金） ※予定 

※滞在中はすべてホームステイになります。 

 

４．応募資格   下記（１）～（11）に該当すること 

（１）大和高田市に居住する人 

（２）高校生（平成 20年４月２日以降に生まれた、学校教育法に定める高等学校、中等

教育学校（後期課程）、高等専門学校（１年～３年）、専修学校に在籍する学生） 

（３）異文化交流が可能な英語力があること 

（４）心身ともに健康で、本市代表としての自覚を持ち、節度ある行動がとれること 

  ※持病、アレルギー等がある場合は、医師に一般家庭でのホームステイであることを 

   伝え、許可を得ること。 

  ※ホームステイでは対応できる範囲に限りがあることをご了承ください。 

（５）リズモー市への派遣に保護者が同意していること 

（６）派遣時点で大和高田・リズモー都市友好協会に在籍（派遣決定後の入会可、年会費

3,000円）し、帰国後も３年度（派遣年度を含む）以上、会員として姉妹都市交流

や同協会が開催する事業に参加・協力すること。 

（７）リズモー市の学生が大和高田市に派遣された場合は、保護者の同意の上、ホストフ

ァミリーを引き受けること 



  ※参考：令和７年度は９月 30 日～10 月 10 日に受け入れを実施しました。 

  ※この交換制度は、両市のホストファミリーの協力により継続されています。 

（８）国際交流や異文化交流活動に興味と意欲があり、積極的に行動できる人 

（９）過去に公的機関等を通じて海外に派遣されたことがない人 

（10）派遣までの事前研修会および、帰国後の事後研修会、帰国報告会などに参加できる人 

（11）帰国後にレポートを提出すること 

 

５．応募 

（１）提出書類   

・リズモー市への派遣学生応募用紙（様式 1） 

※顔写真を添付し、必要事項（「保護者同意書」欄を含む）を記入してください。 

・在学証明・事業参加承諾書 

※在学する学校で記入してもらってください。 

・作文課題 

※原稿用紙 400 字詰め、１枚以上２枚以内（400 字～800字） 

※手書きまたはパソコン作成（Ａ４用紙に印刷） 

 （２）受付期間  令和８年３月 23日（月）～４月 15日（水） 

（３）受付時間  午前 10 時～正午、午後 1 時～午後４時 30分（土曜日・日曜日除く） 

（４）応募方法   

上記（１）の提出書類一式を、大和高田・リズモー都市友好協会事務局（大和高田市

役所５階広報広聴課）へ持参または受付期間内必着で郵送 

※提出書類は返却しません。また、個人情報は本事業に関する目的に限り使用します。 

  ※提出期間・時間は厳守してください。 

  ※郵送の場合は、受付期間内必着です。 

  ※令和８年４月１日以降、事務局は広報広聴課から秘書広報課に変更となります。 

 （提出場所は市役所５階で変更ありません） 

 

６．選考試験   

 （１）試験日時  令和８年４月 26日（日） 午前中   

（２）試験会場  大和高田市役所で予定（詳細は応募者に後日通知します） 

（３）試験内容・配点（200 点満点） 

① 一般教養試験（50点） 

※リズモー市および大和高田市についての知識を問う内容も出題します。 

② 英語による面接（50点） 

③ 日本語による面接（50 点） 



④ 応募時提出の作文課題による選考（50点） 

 （４）選考・決定 ①～④により、派遣学生選考委員会で決定し、本人に通知します。    

            

 

７．自己負担金   13 万円 

※以下は自己負担金に含まれず、別途各自でご負担いただきます。 

 ・燃油サーチャージ 

 ・パスポート申請費用、ＥＴＡ（電子渡航認証）費用 

 ・空港利用税 

 ・海外旅行保険（任意加入） 

 ・国内での交通費（自宅～空港等） 

 ・現地でのお小遣い、ホストファミリーへのお土産など 

 

８．その他 

 （１）派遣事業中（事前・事後研修含む）において、天災・不慮の災害等の事由により

生じた災害・疾病・傷害などについて、協会はその責任を負いません。 

 （２）諸般の国際情勢や他要素の状況により、やむを得ず事業が中止になる場合がありま

す。あらかじめご了承ください。 

 （３）パスポートは帰国予定日から６ヶ月以上の有効期限が残っているものを準備してく

ださい。 

  ※オーストラリア入国にはＥＴＡ（電子渡航認証）が必要です。 

詳細は選考合格後の説明会でご案内します。 

（４）本事業の様子は、市ホームページ、市広報誌、新聞、テレビなどの各種メディアに

掲載される場合があります。これらの媒体での画像使用にご同意の上、ご応募くだ

さい。 

 

９．お問い合わせ先   

〒635-8511 

大和高田市大字大中 98番地 4 

大和高田・リズモー都市友好協会 

（事務局：大和高田市企画政策部広報広聴課(※)内） 

※令和８年４月１日以降、事務局は企画政策部秘書広報課に変更となります。 

TEL 0745-22-1101（内線 5141）  FAX 0745-44-3117 

 E-mail : kokusai@city.yamatotakada.nara.jp 


